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市議会議員

議員報酬

―

特別給 期末手当

（※）市長等の地域手当の支給については、一般職の職員の例による。

【参考】

　地域手当　：　給料　×　支給割合

●　地域手当の支給割合

支給割合

12%

13.4%

14.26%

15%

　平成29年4月1日～平成30年3月31日

市長 ・ 副市長

市長・副市長及び市議会議員の月例給・特別給

給料

地域手当（※）

期末手当

月例給

期間

　平成22年4月1日～平成28年3月31日

　平成28年4月1日～平成29年3月31日

　平成30年4月1日～

2



審議結果 理　　　由 審議結果 理　　　由 改定率（％） 累計（％） 改定月数 改定後の年間支給月数 改定月数 改定後の年間支給月数

△ 0.45 0.05月 0.05月

（引下げ） （引上げ） （引上げ）

△ 0.11

（引下げ）

0.05月

（引上げ）

△ 0.19 △0.35月 △0.25月

（引下げ） （引下げ） （引下げ）

△ 0.28 △0.20月 △0.15月

（引下げ） （引下げ） （引下げ）

△ 0.30

（引下げ）

0.45 0.15月 0.15月

（引上げ） （引上げ） （引上げ）

0.35 0.10月 0.10月

（引上げ） （引上げ） （引上げ）

0.22 0.10月 0.05月

（引上げ） （引上げ） （引上げ）

（据置き） 0.05月 0.05月

（人事委員会勧告） （人事委員会勧告） （人事院勧告）

月例給・特別給の審議結果と改定状況等

年度

特別職報酬等審議会の開催状況及び審議結果等

月例給及び特別給の改定状況 一般職の給与の改定状況 国の指定職（事務次官等）

開催
回数

審議結果等

月　例　給 特　別　給

月 例 給 特　別　給

月例給 特別給（期末・勤勉手当） 特別給（期末・勤勉手当）

１６ ５回 引上げ
他の政令指定都市の報酬との均衡及び政令指定都市権能からみた適正な報酬という観点を踏まえ、
引上げを答申

3.35月

（据置き） 4.40月 （据置き） 3.30月

１７

― ―

（給料・議員報酬）H16.7.1～
・市長　　　1,310,000円
・副市長    1,030,000円
・議長　　  1,030,000円
・副議長　　  920,000円
・議員　　　　850,000円

― （据置き） 0.00

△ 0.45 4.45月

―

給与制度の見直し
    　　 △4.60
給与改定分
    　　　 0.06

△ 5.10 4.50月 （据置き） 3.35月

（据置き） 3.35月

１９ ４回 引下げ
類似政令指定都市の報酬との均衡及び一般職職員の給与改定の状況を総合的に勘案し、5.1％の引下
げを答申

― ―

（給料・議員報酬）H20.1.1～
（5.1%引下げ）
・市長　　　1,243,000円
・副市長      977,000円
・議長　　    977,000円
・副議長　 　 873,000円
・議員　　　　807,000円

△ 0.56 （据置き） 4.45月１８

4.50月 （据置き） 3.35月

２１ ２回 据置き
他の政令指定都市の報酬等と本市の状況を比較すると、すべて平均額を下回っていることを考慮
し、改定を見送るべきとの結論を報告

(期末手当)

引下げ

国における指定職職員の期末手当
等の支給月数との均衡を考慮し、
0.20月分の引下げを答申

― ― ― （据置き） 0.00 （据置き）２０ １回 据置き
他の政令指定都市の報酬との均衡及び一般職職員の給与が据え置かれたことを考慮し、改定を見送
るべきとの結論を報告

―

―

 (期末手当の年間支給月数）
　　　　　　　H21.12.1～
　　（0.20月引下げ）
・市長、副市長　　3.10月
・市議会議員　　　3.10月

△ 0.19 4.15月 3.10月

２２ ２回 据置き
一般職職員の月例給は引下げであったが、平成19年度の改定時に一般職職員の給与改定率を累積し
て引下げ改定を行った経緯を考慮し、現時点では引下げをするまでには至っていないとの結論を報
告

2.95月
(期末手当)

引下げ

国における指定職職員の期末手当
等の支給月数との均衡を考慮し、
0.15月分の引下げを答申

―

 (期末手当の年間支給月数）
　　　　　　　H22.12.1～
　　（0.15月引下げ）
・市長、副市長　　2.95月
・市議会議員　　　2.95月

△ 0.47 3.95月

（据置き） 2.95月

２４ １回 据置き
一般職職員の給与改定率の累積値について、昨年度の状況と大きな変化がないことから、現時点で
は引下げをするには至っていないと判断し、据え置くことが適当との結論を報告

（据置き） 3.95月 （据置き） 2.95月― （据置き） △ 0.77

２３ ２回 据置き
一般職職員の月例給は引下げであったが、報酬等の額を改定するにあたっては一般職職員の給与改
定率の累積値等を考慮して行うべきであり、現時点では引下げをするまでには至っていないとの結
論を報告

― ― ― ―

一般職職員の給与改定率の累積値について、今年度の状況も大きな変化がないことから、現時点で
は引下げを要する状況には至っていないと判断し、据え置くことが適当との結論を報告

―

― ― ―

△ 0.77 （据置き） 3.95月

3.95月 （据置き） 2.95月

２６ ２回 据置き
一般職職員の月例給は引上げであったが、報酬等の額を改定するにあたっては一般職職員の給与改
定率の累積値等を考慮して行うべきであり、現時点では改定を要する状況には至っていないと判断
し、据え置くことが適当との結論を報告

(期末手当)

引上げ

国における指定職職員の期末手当
等の支給月数との均衡を考慮し、
0.15月分の引上げを答申

― ― ― （据置き） △ 0.77 （据置き）

―

 (期末手当の年間支給月数）

　　（0.15月引上げ）
・市長、副市長　　3.10月
　　　　　　 (H27.4.1～)
・市議会議員　　　3.10月
　　　(議会が施行を保留)

△ 0.32 4.10月 3.10月

２５ ２回 据置き

3.15月

（引上げ）
（引上げ） （引上げ）

(期末手当)

引上げ

国における指定職職員の期末手当
等の支給月数との均衡を考慮し、
0.05月分の引上げを答申

（給料）H28.4.1～
・市長　　　1,210,000円
・副市長      951,000円

 (期末手当の年間支給月数）
　　　　　　　H27.12.1～
　　（0.05月引上げ）
・市長、副市長　　3.15月
・市議会議員　　　3.15月

0.20

△ 0.12

２８ ２回 据置き
一般職職員の月例給は引上げであったが、報酬等の額を改定するにあたっては一般職職員の給与改
定率の累積値等を考慮して行うべきであり、現時点では改定を要する状況には至っていないと判断
し、据え置くことが適当との結論を報告

(期末手当)

引上げ

0.10月

4.20月

0.05月

２７ ２回
据置き

・
引下げ

一般職職員の月例給は引上げであったが、報酬等の額を改定するにあたっては一般職職員の給与改
定率の累積値等を考慮して行うべきであり、現時点では改定を要する状況には至っていないと判断
し、据え置くことが適当との結論を報告
ただし、市長及び副市長の給料月額については、翌年度から、地域手当の支給割合が段階的に引き
上げられることを踏まえ、給料と地域手当を合わせた月例給総額の水準を保つための調整（引下
げ）を実施するよう答申

国における指定職職員の期末手当
等の支給月数との均衡を考慮し、
0.10月分の引上げを答申

―

 (期末手当の年間支給月数）
　　　　　　　H28.12.1～
　　（0.10月引上げ）
・市長、副市長　　3.25月
・市議会議員　　　3.25月

0.23 4.30月 3.25月

 (期末手当の年間支給月数）
　　　　　　　H29.12.1～
　　（0.05月引上げ）
・市長、副市長　　3.30月
・市議会議員　　　3.30月

0.45 4.40月 3.30月

 ※　特別職報酬等審議会は、平成１８年度までは必要に応じて開催。平成１９年度以降は常設化を図り毎年開催。

２９ ２回 据置き
一般職職員の月例給は引上げであったが、報酬等の額を改定するにあたっては一般職職員の給与改
定率の累積値等を考慮して行うべきであり、現時点では改定を要する状況には至っていないと判断
し、据え置くことが適当との結論を報告

(期末手当)

引上げ

国における指定職職員の期末手当
等の支給月数との均衡を考慮し、
0.05月分の引上げを答申

―

0.45 4.45月 3.35月３０

特別職報酬等審議会の開催なし

【参考】 【参考】
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①　給与勧告の手順

②　民間給与の調査
さいたま市人事委員会では、職種別民間給与実態調査を人事院（国の機関）、他の人事委員会

（都道府県、政令市等の機関）と共同で実施し、民間の給与を調査している。

調査対象の事業所 調査した従業員

（いわゆる正社員が50人以上の事業所） （パート・アルバイト・契約社員などを除く）

市内465事業所中

120事業所

その他初任給、諸手当、給与制度等の調査

１　市人事委員会による給与勧告

平成30年職種別民間給与実態調査
(H30.5.1～6.18に実施）

事業所ごとのボーナスの調査
（H29.8～H30.7支給分）

従業員ごとの4月分給与の調査
（4月分給与・役職・学歴・年齢）

3,929人 445人

事務・技術 医療・教育等

一般職職員の給与の改定の仕組み
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③　民間給与との較差に基づく給与改定の決定

・月例給

本年の民間給与との較差は△64円（△0.02％）と極めて小さいため、改定は行わない

据置き

・特別給

民間の特別給の支給割合が、本市職員の期末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数を

0.07月分上回っているため、支給月数を引上げ

※期末手当・勤勉手当の支給月数は0.05月を単位として、小数点第2位を

　「ニ捨三入」、「七捨八入」する。

（例）4.43月～4.47月⇒4.45月 4.48月～4.52月⇒4.50月

勧告後

0.05月分引上げ

現行

民間給与

397,109円
職員給与

397,173円

較差 △64円

給料、扶養手当、

地域手当、住居手

当、管理職手当、

単身赴任手当、寒

冷地手当

時間外手当

通勤手当

を除いた毎月決まっ

て支給する給与額

ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ比較

0.07月分の差

民間特別給

4.47月
市職員

期末手当

・勤勉手当

4.40月

市職員

期末手当

・勤勉手当

4.45月
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２　給与勧告の実施状況（行政職給料表）

③で決定した事項等について、市議会、市長に勧告・報告。

平成30年給与勧告まとめ

④ 給与勧告
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改正案を議会に提出することとなる

・職員団体との交渉

・関係条例改正案の議会への提出

・条例公布、給与改定の実施

３　市人事委員会勧告を受けての職員給与の改定

★　改定が必要な場合には、職員団体との交渉を経て関係条例
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（単位：円）

支給割合 月額 支給月数 年額

札 幌 市 1,140,000 1,280,000 12.3% H4.12.1 1,280,000 3% 38,400 1,318,400 15,820,800 3.30 6,276,864 22,097,664

仙 台 市 1,330,000 1,310,000 -1.5% H18.4.1 1,310,000 6% 78,600 1,388,600 16,663,200 3.30 6,579,606 23,242,806

新 潟 市 1,163,000 1,167,000 0.3% H28.4.1 1,167,000 0% 0 1,167,000 14,004,000 3.10 4,341,240 18,345,240

千 葉 市 1,300,000 1,317,000 1.3% H30.4.1 1,317,000 0% 0 1,317,000 15,804,000 4.40 6,953,760 22,757,760

川 崎 市 1,250,000 1,200,000 -4.0% H29.4.1 1,200,000 16% 192,000 1,392,000 16,704,000 3.30 6,502,320 23,206,320

横 浜 市 1,428,000 1,599,000 12.0% H28.4.1 1,599,000 0% 0 1,599,000 19,188,000 4.45 8,538,660 27,726,660

相模原市 1,088,000 1,142,000 5.0% H9.4.1 1,142,000 12% 137,040 1,279,040 15,348,480 3.30 6,007,148 21,355,628

静 岡 市 1,160,000 1,250,000 7.8% H19.4.1 1,250,000 0% 0 1,250,000 15,000,000 4.35 6,525,000 21,525,000

浜 松 市 1,160,000 1,277,000 10.1% H19.4.1 1,277,000 0% 0 1,277,000 15,324,000 4.635 5,918,895 21,242,895

名古屋市 1,494,000 1,467,000 -1.8% H19.4.1 1,467,000 15% 220,050 1,687,050 20,244,600 3.30 7,890,992 28,135,592

京 都 市 1,300,000 1,390,000 6.9% H8.7.1 1,390,000 10% 139,000 1,529,000 18,348,000 3.30 7,201,590 25,549,590

大 阪 市 1,420,000 1,669,000 17.5% H27.12.19 1,669,000 0% 0 1,669,000 20,028,000 4.10 8,211,480 28,239,480

堺 市 1,090,000 1,190,000 9.2% H9.4.1 1,190,000 10% 119,000 1,309,000 15,708,000 4.40 6,911,520 22,619,520

神 戸 市 1,250,000 1,410,000 12.8% H4.5.1 1,410,000 12% 169,200 1,579,200 18,950,400 4.35 8,243,424 27,193,824

岡 山 市 1,240,000 1,160,000 -6.5% H21.8.1 1,160,000 3% 34,800 1,194,800 14,337,600 4.40 6,308,544 20,646,144

広 島 市 1,280,000 1,310,000 2.3% H8.1.1 1,310,000 3% 39,300 1,349,300 16,191,600 4.40 7,124,304 23,315,904

北九州市 1,340,000 1,230,000 -8.2% H26.11.1 1,230,000 3% 36,900 1,266,900 15,202,800 3.25 5,840,347 21,043,147

福 岡 市 1,350,000 1,300,000 -3.7% H21.4.1 1,300,000 10% 130,000 1,430,000 17,160,000 3.30 6,735,300 23,895,300

熊 本 市 1,186,000 1,188,000 0.2% H30.4.1 1,188,000 0% 0 1,188,000 14,256,000 3.30 4,704,480 18,960,480

平　　均　 1,261,526 1,308,211 3.7% ― 1,308,211 ― 70,226 1,378,436 16,541,236 3.802 6,674,499 23,215,734

さいたま市 1,243,000 1,210,000 -2.7% H28.4.1 1,210,000 15% 181,500 1,391,500 16,698,000 3.30 6,508,589 23,206,589

＜　参　考　＞

埼玉県知事 1,440,000 1,420,000 -1.4% H18.4.1 1,420,000 0% 0 1,420,000 17,040,000 3.30 6,794,700 23,834,700

政令指定都市の市長及び副市長の給料額等

区　分
年間支給額

＜ 市 長 ＞
給料月額 月例給

改定前 現行 改定率 適用日 給料月額
地域手当

総額 月例給×12
特別給（期末手当）

総額
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（単位：円）

支給割合 月額 支給月数 年額

札 幌 市 920,000 1,030,000 12.0% H4.12.1 1,030,000 3% 30,900 1,060,900 12,730,800 3.30 5,050,913 17,781,713

仙 台 市 1,030,000 1,020,000 -1.0% H18.4.1 1,020,000 6% 61,200 1,081,200 12,974,400 3.30 5,123,052 18,097,452

新 潟 市 939,000 942,000 0.3% H28.4.1 942,000 0% 0 942,000 11,304,000 3.10 3,504,240 14,808,240

千 葉 市 1,050,000 1,064,000 1.3% H30.4.1 1,064,000 0% 0 1,064,000 12,768,000 4.40 5,617,920 18,385,920

川 崎 市 990,000 950,000 -4.0% H29.4.1 950,000 16% 152,000 1,102,000 13,224,000 3.30 5,147,670 18,371,670

横 浜 市 1,148,000 1,285,000 11.9% H28.4.1 1,285,000 0% 0 1,285,000 15,420,000 4.45 6,861,900 22,281,900

相模原市 891,000 935,000 4.9% H9.4.1 935,000 12% 112,200 1,047,200 12,566,400 3.30 4,918,286 17,484,686

静 岡 市 ― 940,000 ― H15.4.1 940,000 0% 0 940,000 11,280,000 4.35 4,906,800 16,186,800

浜 松 市 931,000 928,000 -0.3% H19.4.1 928,000 0% 0 928,000 11,136,000 4.635 4,301,280 15,437,280

名古屋市 1,161,000 1,100,000 -5.3% H22.4.1 1,100,000 15% 165,000 1,265,000 15,180,000 3.30 5,916,900 21,096,900

京 都 市 1,030,000 1,100,000 6.8% H8.7.1 1,100,000 10% 110,000 1,210,000 14,520,000 3.30 5,699,100 20,219,100

大 阪 市 1,130,000 1,096,000 -3.0% H27.12.19 1,096,000 0% 0 1,096,000 13,152,000 4.10 5,392,320 18,544,320

堺 市 900,000 990,000 10.0% H9.4.1 990,000 10% 99,000 1,089,000 13,068,000 4.40 5,749,920 18,817,920

神 戸 市 980,000 1,110,000 13.3% H4.5.1 1,110,000 12% 133,200 1,243,200 14,918,400 4.35 6,489,504 21,407,904

岡 山 市 990,000 920,000 -7.1% H21.8.1 920,000 3% 27,600 947,600 11,371,200 4.40 5,003,328 16,374,528

広 島 市 1,020,000 1,050,000 2.9% H8.1.1 1,050,000 3% 31,500 1,081,500 12,978,000 4.40 5,710,320 18,688,320

北九州市 1,060,000 980,000 -7.5% H26.11.1 980,000 3% 29,400 1,009,400 12,112,800 3.25 4,653,285 16,766,085

福 岡 市 1,080,000 1,040,000 -3.7% H21.4.1 1,040,000 10% 104,000 1,144,000 13,728,000 3.30 5,388,240 19,116,240

熊 本 市 944,000 946,000 0.2% H30.4.1 946,000 0% 0 946,000 11,352,000 3.30 3,746,160 15,098,160

平　　均　 1,010,778 1,022,421 1.2% ― 1,022,421 ― 55,579 1,078,000 12,936,000 3.802 5,220,060 18,156,060

さいたま市 977,000 951,000 -2.7% H28.4.1 951,000 15% 142,650 1,093,650 13,123,800 3.30 5,115,428 18,239,228

＜　参　考　＞

埼玉県副知事 1,150,000 1,134,000 -1.4% H18.4.1 1,134,000 0% 0 1,134,000 13,608,000 3.30 5,426,190 19,034,190

政令指定都市の市長及び副市長の給料額等
＜　副　市　長　＞

区　分
給料月額 月例給 年間支給額

改定前 現行 改定率 適用日 給料月額
地域手当

総額 月例給×12
特別給（期末手当）

総額
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-1

-1

1453000
-1

-1
1,230,000 H8.9.1 1,070,000 836465%H20.2.1～H23.12.31

1341500 #DIV/0!

政令指定都市の市長及び副市長の月例給比較

名古屋市 大阪市 横浜市 神戸市 京都市 福岡市 川崎市
さいたま

市
仙台市 広島市 札幌市 千葉市 堺市 相模原市 浜松市 北九州市 静岡市 岡山市 熊本市 新潟市

市長 168.7 166.9 159.9 157.9 152.9 143.0 139.2 139.2 138.9 134.9 131.8 131.7 130.9 127.9 127.7 126.7 125.0 119.5 118.8 116.7

100

110

120

130

140

150

160

170

月
例
給
（
万
円
）

《 市 長 》

横浜市 名古屋市 神戸市 京都市 福岡市 川崎市 大阪市
さいたま

市
堺市 広島市 仙台市 千葉市 札幌市 相模原市北九州市 岡山市 熊本市 新潟市 静岡市 浜松市

副市長 128.5 126.5 124.3 121.0 114.4 110.2 109.6 109.4 108.9 108.2 108.1 106.4 106.1 104.7 100.9 94.8 94.6 94.2 94.0 92.8

80

90

100

110

120

130

月
例
給
（
万
円
）

《 副 市 長 》

19市平均
137.8万円

19市平均
107.8万円
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政令指定都市の市長及び副市長の年間支給額比較

大阪市 名古屋市 横浜市 神戸市 京都市 福岡市 広島市 仙台市
さいたま

市
川崎市 千葉市 堺市 札幌市 静岡市 相模原市 浜松市 北九州市 岡山市 熊本市 新潟市

市長 2,823.9 2,813.6 2,772.7 2,719.4 2,555.0 2,389.5 2,331.6 2,324.3 2,320.7 2,320.6 2,275.8 2,262.0 2,209.8 2,152.5 2,135.6 2,124.3 2,104.3 2,064.6 1,896.0 1,834.5

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

年
間
支
給
額
（
万
円
）

《 市 長 》

19市平均
2321.6万円

横浜市 神戸市 名古屋市 京都市 福岡市 堺市 広島市 大阪市 千葉市 川崎市
さいたま

市
仙台市 札幌市 相模原市 北九州市 岡山市 静岡市 浜松市 熊本市 新潟市

副市長 2,228.2 2,140.8 2,109.7 2,021.9 1,911.6 1,881.8 1,868.8 1,854.4 1,838.6 1,837.2 1,823.9 1,809.7 1,778.2 1,748.5 1,676.6 1,637.5 1,618.7 1,543.7 1,509.8 1,480.8

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

年
間
支
給
額
（
万
円
）

《 副 市 長 》

19市平均
1815.6万円
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＜ 議 長 ＞ （単位：円）

支給月数 年額

札 幌 市 930,000 1,040,000 11.8% H4.12.1 12,480,000 3.30 4,976,400 17,456,400

仙 台 市 1,030,000 1,020,000 -1.0% H18.4.1 12,240,000 3.30 4,880,700 17,120,700

新 潟 市 778,000 781,000 0.4% H28.4.1 9,372,000 3.10 2,905,320 12,277,320

千 葉 市 980,000 930,000 -5.1% H18.7.1 11,160,000 4.40 4,910,400 16,070,400

川 崎 市 1,080,000 1,030,000 -4.6% H19.4.1 12,360,000 3.30 4,928,550 17,288,550

横 浜 市 1,200,000 1,179,000 -1.8% H23.4.1 14,148,000 4.45 6,295,860 20,443,860

相 模 原 市 738,000 779,000 5.6% H9.4.1 9,348,000 3.30 3,727,514 13,075,514

静 岡 市 ― 824,000 ― H15.4.1 9,888,000 4.35 4,301,280 14,189,280

浜 松 市 824,000 803,000 -2.5% H15.1.1 9,636,000 4.635 3,721,905 13,357,905

名 古 屋 市 1,250,000 1,225,000 -2.0% H18.4.1 14,700,000 3.10 5,506,374 20,206,374

京 都 市 1,050,000 1,120,000 6.7% H8.7.1 13,440,000 3.30 5,359,200 18,799,200

大 阪 市 1,200,000 1,080,000 -10.0% H27.4.30 12,960,000 3.95 5,119,200 18,079,200

堺 市 900,000 950,000 5.6% H20.1.1 11,400,000 4.40 5,016,000 16,416,000

神 戸 市 1,010,000 1,140,000 12.9% H4.5.1 13,680,000 4.35 5,950,800 19,630,800

岡 山 市 780,000 850,000 9.0% H8.4.1 10,200,000 4.40 4,488,000 14,688,000

広 島 市 1,030,000 1,060,000 2.9% H8.1.1 12,720,000 4.40 5,596,800 18,316,800

北 九 州 市 960,000 1,090,000 13.5% H6.4.1 13,080,000 3.25 5,048,062 18,128,062

福 岡 市 930,000 1,060,000 14.0% H6.4.1 12,720,000 3.30 5,072,100 17,792,100

熊 本 市 818,000 819,000 0.1% H30.4.1 9,828,000 3.30 3,243,240 13,071,240

平　　均　 971,556 988,421 1.7% ― 11,861,053 3.783 4,791,984 16,653,037

さいたま市 1,030,000 977,000 -5.1% H20.1.1 11,724,000 3.30 4,674,944 16,398,944

＜　参　考　＞

埼玉県議長 1,160,000 1,144,000 -1.4% H18.4.1 13,728,000 3.30 5,474,040 19,202,040

政令指定都市の市議会議員の議員報酬額等

区　分

年 間 支 給 額議員報酬月額（月例給）

改定前 現行 改定率 適用日 議員報酬月額×12
期末手当（特別給）

総額
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＜ 副 議 長 ＞ （単位：円）

支給月数 年額

札 幌 市 850,000 950,000 11.8% H4.12.1 11,400,000 3.30 4,545,749 15,945,749

仙 台 市 920,000 910,000 -1.1% H18.4.1 10,920,000 3.30 4,354,350 15,274,350

新 潟 市 700,000 703,000 0.4% H28.4.1 8,436,000 3.10 2,615,160 11,051,160

千 葉 市 880,000 840,000 -4.5% H18.7.1 10,080,000 4.40 4,435,200 14,515,200

川 崎 市 960,000 920,000 -4.2% H19.4.1 11,040,000 3.30 4,402,200 15,442,200

横 浜 市 1,080,000 1,061,000 -1.8% H23.4.1 12,732,000 4.45 5,665,740 18,397,740

相 模 原 市 672,000 713,000 6.1% H9.4.1 8,556,000 3.30 3,411,704 11,967,704

静 岡 市 ― 735,000 ― H15.4.1 8,820,000 4.35 3,836,700 12,656,700

浜 松 市 735,000 717,000 -2.4% H15.1.1 8,604,000 4.635 3,323,295 11,927,295

名 古 屋 市 1,100,000 1,078,000 -2.0% H18.4.1 12,936,000 3.10 4,845,610 17,781,610

京 都 市 960,000 1,030,000 7.3% H8.7.1 12,360,000 3.30 4,928,550 17,288,550

大 阪 市 1,060,000 960,000 -9.4% H27.4.30 11,520,000 3.95 4,550,400 16,070,400

堺 市 750,000 850,000 13.3% H9.4.1 10,200,000 4.40 4,488,000 14,688,000

神 戸 市 920,000 1,040,000 13.0% H4.5.1 12,480,000 4.35 5,428,800 17,908,800

岡 山 市 710,000 770,000 8.5% H8.4.1 9,240,000 4.40 4,065,600 13,305,600

広 島 市 910,000 930,000 2.2% H8.1.1 11,160,000 4.40 4,910,400 16,070,400

北 九 州 市 860,000 980,000 14.0% H6.4.1 11,760,000 3.25 4,538,625 16,298,625

福 岡 市 850,000 970,000 14.1% H6.4.1 11,640,000 3.30 4,641,450 16,281,450

熊 本 市 744,000 745,000 0.1% H30.4.1 8,940,000 3.30 2,950,200 11,890,200

平　　均　 870,056 889,579 2.2% ― 10,674,947 3.783 4,312,512 14,987,460

さいたま市 920,000 873,000 -5.1% H20.1.1 10,476,000 3.30 4,177,304 14,653,304

＜　参　考　＞

埼玉県副議長 1,030,000 1,016,000 -1.4% H18.4.1 12,192,000 3.30 4,861,560 17,053,560

政令指定都市の市議会議員の議員報酬額等

区　分

年 間 支 給 額議員報酬月額（月例給）

改定前 現行 改定率 適用日 議員報酬月額×12
期末手当（特別給）

総額
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＜ 議 員 ＞ （単位：円）

支給月数 年額

札 幌 市 760,000 860,000 13.2% H4.12.1 10,320,000 3.30 4,115,100 14,435,100

仙 台 市 850,000 840,000 -1.2% H18.4.1 10,080,000 3.30 4,019,400 14,099,400

新 潟 市 653,000 655,000 0.3% H28.4.1 7,860,000 3.10 2,436,600 10,296,600

千 葉 市 810,000 770,000 -4.9% H18.7.1 9,240,000 4.40 4,065,600 13,305,600

川 崎 市 870,000 830,000 -4.6% H19.4.1 9,960,000 3.30 3,971,550 13,931,550

横 浜 市 970,000 953,000 -1.8% H23.4.1 11,436,000 4.45 5,089,020 16,525,020

相 模 原 市 638,000 670,000 5.0% H9.4.1 8,040,000 3.30 3,205,950 11,245,950

静 岡 市 ― 663,000 ― H15.4.1 7,956,000 4.35 3,460,860 11,416,860

浜 松 市 665,000 648,000 -2.6% H15.1.1 7,776,000 4.635 3,003,480 10,779,480

名 古 屋 市 1,010,000 990,000 -2.0% H18.4.1 11,880,000 3.10 4,450,050 16,330,050

京 都 市 890,000 960,000 7.9% H8.7.1 11,520,000 3.30 4,593,600 16,113,600

大 阪 市 970,000 880,000 -9.3% H27.4.30 10,560,000 3.95 4,171,200 14,731,200

堺 市 680,000 780,000 14.7% H9.4.1 9,360,000 4.40 4,118,400 13,478,400

神 戸 市 820,000 930,000 13.4% H4.5.1 11,160,000 4.35 4,854,600 16,014,600

岡 山 市 660,000 710,000 7.6% H8.4.1 8,520,000 4.40 3,748,800 12,268,800

広 島 市 840,000 860,000 2.4% H8.1.1 10,320,000 4.40 4,540,800 14,860,800

北 九 州 市 770,000 880,000 14.3% H6.4.1 10,560,000 3.25 4,075,500 14,635,500

福 岡 市 770,000 880,000 14.3% H6.4.1 10,560,000 3.30 4,210,800 14,770,800

熊 本 市 674,000 675,000 0.1% H30.4.1 8,100,000 3.30 2,673,000 10,773,000

平　　均　 794,444 812,316 2.2% ― 9,747,789 3.783 3,937,069 13,684,858

さいたま市 850,000 807,000 -5.1% H20.1.1 9,684,000 3.30 3,861,494 13,545,494

＜　参　考　＞

埼玉県議員 940,000 927,000 -1.4% H18.4.1 11,124,000 3.30 4,435,694 15,559,694

年 間 支 給 額

政令指定都市の市議会議員の議員報酬額等

区　分

議員報酬月額（月例給）

改定前 現行 改定率 適用日 議員報酬月額×12
期末手当（特別給）

総額
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政令指定都市の市議会議員の議員報酬額比較

名古屋市 横浜市 神戸市 京都市 北九州市 大阪市 広島市 福岡市 札幌市 川崎市 仙台市 さいたま市 堺市 千葉市 岡山市 静岡市 熊本市 浜松市 新潟市 相模原市

議長 122.5 117.9 114.0 112.0 109.0 108.0 106.0 106.0 104.0 103.0 102.0 97.7 95.0 93.0 85.0 82.4 81.9 80.3 78.1 77.9

50

60

70

80

90

100

110

120

130

議
員
報
酬
月
額
（
万
円
）

《 議 長 》

名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 大阪市 北九州市 福岡市 札幌市 広島市 仙台市 川崎市 さいたま市 堺市 千葉市 岡山市 熊本市 相模原市 静岡市 新潟市 浜松市

議員 99.0 96.0 95.3 93.0 88.0 88.0 88.0 86.0 86.0 84.0 83.0 80.7 78.0 77.0 71.0 67.5 67.0 66.3 65.5 64.8

50

60

70

80

90

100

110

120

130

議
員
報
酬
月
額
（
万
円
）

《 議 員 》

19市平均
98.8万円

名古屋市 横浜市 神戸市 京都市 北九州市 福岡市 大阪市 札幌市 広島市 川崎市 仙台市 さいたま市 堺市 千葉市 岡山市 熊本市 静岡市 浜松市 相模原市 新潟市

副議長 107.8 106.1 104.0 103.0 98.0 97.0 96.0 95.0 93.0 92.0 91.0 87.3 85.0 84.0 77.0 74.5 73.5 71.7 71.3 70.3

50

60

70

80

90

100

110

120

130

議
員
報
酬
月
額
（
万
円
）

《 副 議 長 》

19市平均
89.0万円

19市平均
81.2万円
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政令指定都市の市議会議員の年間支給額比較

横浜市 名古屋市 神戸市 京都市 広島市 北九州市 大阪市 福岡市 札幌市 川崎市 仙台市 堺市 さいたま市 千葉市 岡山市 静岡市 浜松市 相模原市 熊本市 新潟市

議長 2,044.4 2,020.6 1,963.1 1,879.9 1,831.7 1,812.8 1,807.9 1,779.2 1,745.6 1,728.9 1,712.1 1,641.6 1,639.9 1,607.0 1,468.8 1,418.9 1,335.8 1,307.6 1,307.1 1,227.7

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

年
間
支
給
額
（
万
円
）

《 議 長 》

横浜市 名古屋市 京都市 神戸市 広島市 福岡市 大阪市 北九州市 札幌市 仙台市 川崎市 さいたま市 堺市 千葉市 岡山市 静岡市 相模原市 浜松市 熊本市 新潟市

議員 1,652.5 1,633.0 1,611.4 1,601.5 1,486.1 1,477.1 1,473.1 1,463.6 1,443.5 1,409.9 1,393.2 1,354.5 1,347.8 1,330.6 1,226.9 1,141.7 1,124.6 1,077.9 1,077.3 1,029.7

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

年
間
支
給
額(

万
円
）

《 議 員 》

19市平均
1,665.3万円

横浜市 神戸市 名古屋市 京都市 北九州市 福岡市 大阪市 広島市 札幌市 川崎市 仙台市 堺市 さいたま市 千葉市 岡山市 静岡市 相模原市 浜松市 熊本市 新潟市

副議長 1,839.8 1,790.9 1,778.2 1,728.9 1,629.9 1,628.1 1,607.0 1,607.0 1,594.6 1,544.2 1,527.4 1,468.8 1,465.3 1,451.5 1,330.6 1,265.7 1,196.8 1,192.7 1,189.0 1,105.1

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

年
間
支
給
額
（万
円
）

《 副 議 長 》

19市平均
1,498.7万円

19市平均
1,368.5万円
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市税 ③
歳入に占める割合

（③ ÷ ②）
順位

市民１人
当たり市税
（③÷①）

支出額 ⑤
歳出に占める割合

（⑤ ÷ ④）
順位

市税に占める割合

（⑤ ÷ ③）
順位

市長・副市長
の給料等

議員の報酬等 合計 ⑥
歳出に占める割合

（⑥ ÷ ④）
順位

市税に占める割合

（⑥ ÷ ③）
順位

札 　幌 　市 1,947,494 921,026,080 288,105,811 31.3% 18 148 911,330,611 92,193,335 10.1% 2 32.0% 7 75,443 986,119 1,061,562 0.12% 3 0.37% 6

仙　 台 　市 1,058,517 488,893,356 188,524,392 38.6% 11 178 474,312,320 66,708,946 14.1% 9 35.4% 10 77,536 779,664 857,200 0.18% 13 0.45% 12

新　 潟　 市 800,112 356,388,020 119,620,971 33.6% 17 150 354,178,640 50,903,699 14.4% 10 42.6% 18 62,770 527,862 590,632 0.17% 10 0.49% 15

千　 葉 　市 965,607 406,047,661 176,693,058 43.5% 7 183 400,622,162 53,903,251 13.5% 6 30.5% 5 77,916 669,255 747,171 0.19% 14 0.42% 8

川　 崎 　市 1,474,167 611,469,829 305,359,845 49.9% 1 207 606,991,762 91,452,273 15.1% 13 29.9% 4 78,322 840,761 919,083 0.15% 6 0.30% 4

横 　浜   市 3,735,843 1,559,291,408 720,759,941 46.2% 4 193 1,541,514,629 199,214,853 12.9% 5 27.6% 2 116,855 1,426,944 1,543,799 0.10% 2 0.21% 2

相 模 原 市 716,981 257,348,347 112,673,085 43.8% 6 157 250,133,191 42,734,698 17.1% 20 37.9% 13 73,810 519,866 593,676 0.24% 20 0.53% 16

静　 岡　 市 709,041 282,495,755 126,329,812 44.7% 5 178 277,023,202 46,025,557 16.6% 19 36.4% 12 53,899 552,022 605,921 0.22% 18 0.48% 14

浜　 松　 市 807,893 304,235,854 129,851,562 42.7% 8 161 295,025,747 43,255,475 14.7% 12 33.3% 9 67,555 499,583 567,138 0.19% 15 0.44% 10

名 古 屋 市 2,279,194 1,071,979,165 510,712,775 47.6% 3 224 1,059,912,891 161,429,460 15.2% 14 31.6% 6 91,427 1,230,082 1,321,509 0.12% 4 0.26% 3

京　 都 　市 1,418,340 699,584,539 251,644,020 36.0% 15 177 697,002,929 110,351,486 15.8% 16 43.9% 19 86,207 1,083,472 1,169,679 0.17% 11 0.46% 13

大　 阪　 市 2,691,425 1,574,838,314 659,473,476 41.9% 9 245 1,572,847,730 196,518,855 12.5% 4 29.8% 3 83,873 1,271,571 1,355,444 0.09% 1 0.21% 1

堺　　　　市 844,030 353,275,953 132,380,979 37.5% 12 157 349,889,132 47,971,769 13.7% 7 36.2% 11 79,074 651,111 730,185 0.21% 17 0.55% 18

神　 戸　 市 1,546,255 756,603,958 272,271,795 36.0% 14 176 743,996,812 115,160,206 15.5% 15 42.3% 17 91,418 1,110,518 1,201,936 0.16% 9 0.44% 11

岡　 山　 市 708,652 288,551,072 114,512,367 39.7% 10 162 278,930,700 45,383,922 16.3% 17 39.6% 14 53,396 567,821 621,217 0.22% 19 0.54% 17

広　 島　 市 1,193,857 577,188,080 208,883,958 36.2% 13 175 572,855,024 83,454,839 14.6% 11 40.0% 15 79,381 807,149 886,530 0.15% 7 0.42% 9

北 九 州 市 966,628 519,454,118 156,126,761 30.1% 19 162 515,520,175 64,365,833 12.5% 3 41.2% 16 71,342 839,380 910,722 0.18% 12 0.58% 20

福　 岡 　市 1,514,924 808,157,496 288,287,809 35.7% 16 190 793,768,959 75,417,348 9.5% 1 26.2% 1 81,245 920,322 1,001,567 0.13% 5 0.35% 5

熊　本　市 733,844 375,756,318 98,115,570 26.1% 20 134 364,822,404 50,188,931 13.8% 8 51.2% 20 49,157 520,520 569,677 0.16% 8 0.58% 19

平　均 1,374,358 642,767,649 255,806,736 39.8% 186 634,772,580 86,138,670 13.6% 33.7% 76,349 831,791 908,139 0.14% 0.36%

さいたま市 1,281,414 462,254,253 230,091,060 49.8% 2 180 452,230,687 74,193,544 16.4% 18 32.2% 8 77,925 816,691 894,616 0.20% 16 0.39% 7

　※ 市長、副市長、議員の年間支給総額は２８年度の条例定数に基づき算出。

　※ 人口、歳入・歳出決算額等の数値は、地方財政状況調査（総務省）による。

　※ 「人件費」は、議員等報酬、市長等特別職給与、一般職給与、共済費、災害補償費等である。

歳入総額 ②

市          税

歳出総額 ④

人   件   費 市長・副市長・議員 （議長・副議長・議員） の給料、報酬等の年間支給総額

政令指定都市の歳出に占める人件費、市長・副市長・議員の給与・報酬総額の状況 （平成２８年度普通会計決算額）
（単位 ： 千円）

都　市　名
住民基本

台帳人口（人） ①
（H29.1.1現在）

歳　　　　　入 歳  　　　　　　　　　   出
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推計人口（人） 面積 報酬年間総額（円） 市民１人 当たり額（円） 議員１人当たり人口（人）

（H30.4.1) （ ） 条例 現員数 （減額後） （報酬年間総額／人口） （人口/現員数）

札 　幌 　市 1,961,225 1,121.26 10 68 66 957,248,549 488 29,716

仙　 台 　市 1,083,148 786.30 5 55 52 737,365,050 681 20,830

千　 葉 　市 975,669 271.77 6 50 50 669,254,400 686 19,513

川　 崎 　市 1,509,887 144.35 7 60 58 812,897,550 538 26,033

横 　浜   市 3,731,706 435.43 18 86 86 1,426,943,280 382 43,392

相 模 原 市 722,334 328.91 3 46 45 508,619,068 704 16,052

新　 潟　 市 801,298 726.45 8 51 50 517,565,280 646 16,026

静　 岡　 市 696,291 1,411.90 3 48 47 540,604,680 776 14,815

浜　 松　 市 793,904 1,558.06 7 46 46 499,582,320 629 17,259

名 古 屋 市 2,311,132 326.45 16 75 74 1,081,302,184 468 31,232

京　 都 　市 1,466,937 827.83 11 67 67 1,006,011,750 686 21,895

大　 阪　 市 2,716,989 225.21 24 86 84 1,134,852,000 418 32,345

堺　　　　市 831,858 149.82 7 48 47 637,632,000 767 17,699

神　 戸　 市 1,527,481 557.02 9 69 69 1,110,517,800 727 22,137

岡　 山　 市 720,066 789.95 4 46 46 567,820,800 789 15,654

広　 島　 市 1,196,961 906.53 8 54 54 779,122,800 651 22,166

北 九 州 市 945,061 491.95 7 57 57 839,379,187 888 16,580

福　 岡 　市 1,570,095 343.39 7 62 61 905,550,750 577 25,739

熊　本　市 738,407 390.32 5 48 47 508,996,320 689 15,711

平　均 1,384,234 620.68 8.7 59.1 58.2 802,171,883 580 23,780

さいたま市 1,290,029 217.43 10 60 60 816,690,900 633 21,500

政令指定都市における市民１人当たり議員報酬額・議員１人当たり人口数

都　市　名 行政区の数
議員定数等(人）
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北九州

市
岡山市 静岡市 堺市 神戸市

相模原

市
熊本市 千葉市 京都市 仙台市 広島市 新潟市

さいたま

市
浜松市 福岡市 川崎市 札幌市

名古屋

市
大阪市 横浜市

1人当たり報酬 888 789 776 767 727 704 689 686 686 681 651 646 633 629 577 538 488 468 418 382

1人当たり人口 16,580 15,654 14,815 17,699 22,137 16,052 15,711 19,513 21,895 20,830 22,166 16,026 21,500 17,259 25,739 26,033 29,716 31,232 32,345 43,392
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政令指定都市における市民1人当たりの議員報酬額・議員1人当たり人口数の比較
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平成30年4月1日現在

単位：円

年間給料・報酬 地域手当 通勤手当 期末手当 合計

市　長 14,520,000 2,178,000 実費支給 6,508,589 23,206,589

副市長 11,412,000 1,711,800 実費支給 5,115,428 18,239,228

議　長 11,724,000 なし なし 4,674,944 16,398,944

副議長 10,476,000 なし なし 4,177,304 14,653,304

議　員 9,684,000 なし なし 3,861,494 13,545,494

23,206,589 

18,239,228 

16,398,944 

14,653,304 

13,545,494 

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000

市 長

副市長

議 長

副議長

議 員

円

市長・副市長・議員の年間給与・報酬の比較
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札幌市 仙台市 千葉市 川崎市 横浜市 相模原市 新潟市 静岡市 浜松市 名古屋市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 岡山市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市
１９市
（平均）

さいたま市

議会
開催数 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 2 4 4 4 4 4 3.6 4

本会議
日数 20 30 38 25 18 31 27 23 21 25 20 16 23 21 34 22 23 27 25 24.7 32

委員会数 6 5 5 5 8 5 4 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 7 5.7 6

開催日数
（延べ） 29 61 28 47 27 41 28 18 66 72 101 31 16 33 67 17 56 41 18 41.9 100

委員会数 3 6 2 1 5 6 4 - 5 6 - 3 4 3 4 3 - 4 3 3.3 7

開催日数
（延べ） 30 87 25 18 45 31 17 8 26 34 72 27 22 41 33 39 14 40 18 33.0 70

委
員
会

議
会
運
営

開催日数
（延べ） 21 30 14 19 30 31 37 19 14 27 38 22 23 29 26 20 22 19 18 24.2 54

100 208 105 109 120 134 109 68 127 158 231 96 84 124 160 98 115 127 79 123.8 256

注２)　特別委員会は、予算特別委員会及び決算特別委員会を含む。ただし、さいたま市予算委員会は常任委員会として設置。

注１)　委員会数は、平成30年7月1日現在

政令指定都市の市議会本会議及び委員会の開催日数調べ（平成２９年度実績）

合　　計

特
別
委
員
会

本
会
議

常
任
委
員
会
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（単位：日）

平成２７年 平成２８年 平成２９年

29 30 35

総合政策委員会 （定数１２人） 18 39 18

文教委員会 （定数１２人） 11 26 19

市民生活委員会 （定数１２人） 13 19 12

保健福祉委員会 （定数１２人） 18 15 17

まちづくり委員会 （定数１２人） 11 15 16

予算委員会 （定数２０人） 26 27 30

　開催日数小計（延べ）　　② 97 141 112

平均開催日数 16.2 23.5 18.7

開催日数 56 90 78

( 特別委員会の数 ) 9 10 10

平均開催日数 6.2 9.0 7.8

（ ＋ ＋ ） 51.4 62.5 61.5

【参考】

平成２７年 平成２８年 平成２９年

43 57 72議会運営委員会　　（定数１２人）

さいたま市議会本会議及び委員会開催日数調べ

本　　会　　議

常

任

委

員

会

特
別
委
員
会

合　　　　計
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市長提出 議員提出 委員会提出 請　　願 合　　計

平成２７年 ２月定例会 95 4 2 7 108

５月臨時会 3 0 0 1 4

６月定例会 33 5 3 13 54

９月定例会 26 3 4 20 53

１２月定例会 63 2 2 20 87

計 220 14 11 61 306

平成２８年 ２月定例会 74 2 2 12 90

６月定例会 40 2 3 17 62

９月定例会 20 8 5 25 58

１２月定例会 37 7 1 22 67

計 171 19 11 76 277

平成２９年 ２月定例会 109 0 1 19 129

６月定例会 31 0 1 27 59

９月定例会 44 3 0 14 61

１２月定例会 44 1 0 23 68

計 228 4 2 83 317

注１）平成２７年２月定例会の請願には、平成２６年１２月定例会で継続審査となった請願１件を含む。
注２）平成２７年９月定例会の市長提出議案には、平成２７年６月定例会で継続審査となった議案２件を含む。
注３）平成２７年９月定例会の請願には、平成２７年６月定例会で継続審査となった請願６件を含む。
注４）平成２７年１２月定例会の請願には、平成２７年９月定例会で継続審査となった請願９件を含む。
注５）平成２８年２月定例会の請願には、平成２７年１２月定例会で継続審査となった請願６件を含む。
注６）平成２８年６月定例会の請願には、平成２８年２月定例会で継続審査となった請願２件を含む。
注７）平成２８年９月定例会の請願には、平成２８年６月定例会で継続審査となった請願９件を含む。
注８）平成２８年１２月定例会の請願には、平成２８年９月定例会で継続審査となった請願５件を含む。
注９）平成２９年２月定例会の請願には、平成２８年１２月定例会で継続審査となった請願１０件を含む。
注10）平成２９年６月定例会の請願には、平成２９年２月定例会で継続審査となった請願５件を含む。
注11）平成２９年９月定例会の請願には、平成２９年６月定例会で継続審査となった請願６件を含む。
注12）平成２９年１２月定例会の請願には、平成２９年９月定例会で継続審査となった請願１０件を含む。

さいたま市の議案等審議件数（３ヵ年）
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１．定例会・臨時会の日程

区　分

２月定例会 2月7日 ～ 3月23日 45日間

６月定例会 6月7日 ～ 7月10日 34日間

９月定例会 9月6日 ～ 10月20日 45日間

１２月定例会 11月29日 ～ 12月22日 24日間

　合　　　　計 148日間

２．議案・諮問審議結果

区　分 件　数

原 案 可 決 36件

承 認 1件

原 案 可 決 37件

原 案 可 決 6件

承 認 1件

同 意 28件

原 案 可 決 1件

原 案 可 決 5件

原 案 可 決 8件

原 案 可 決 6件

承 認 3件

同 意 9件

原 案 可 決 1件

原 案 可 決 5件

認 定 1件
認定及び原案可決 2件

継 続 審 査 1件

原 案 可 決 7件

原 案 可 決 17件

承 認 1件

同 意 10件

原 案 可 決 2件

否 決 1件

原 案 可 決 6件
不 認 定 1件

原 案 可 決 14件

原 案 可 決 18件

承 認 1件

同 意 5件

原 案 可 決 1件

計 235件

注１）平成２９年１２月定例会の決算議案は、平成２９年９月定例会で継続審査となった議案である。

　　条例議案

　　条例議案

１２月定例会 46件

　　予算議案

　　一般議案

　　議員提出議案

９月定例会 47件

　　予算議案

　　一般議案

　　決算議案

　　議員提出議案

　　決算議案

35日間

議　案　内　容　等 審　議　結　果

６月定例会 32件

　　予算議案

　　一般議案

　　委員会提出議案

　　条例議案

平 成 ２９年　 議 会 運 営 状 況

会　　　　　　　　　　期 本会議日数

11日間

8日間

9日間

２月定例会 110件

　　一般議案

　　委員会提出議案

　　予算議案

　　条例議案

7日間
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３．請願審議結果
区　分 件数

10件
5件
4件
19件
6件
2件
4件
10件
15件
6件
2件

計 83件

注１）平成２９年２月定例会の請願には、平成２８年１２月定例会で継続審査となった請願１０件を含む。
注２）平成２９年６月定例会の請願には、平成２９年２月定例会で継続審査となった請願５件を含む。
注３）平成２９年９月定例会の請願には、平成２９年６月定例会で継続審査となった請願６件を含む。
注４）平成２９年１２月定例会の請願には、平成２９年９月定例会で継続審査となった請願１０件を含む。

９月定例会 14件
不採択
継続審査

19件２月定例会 継続審査

継続審査６月定例会 27件
不採択

取り下げ

   不採択

取り下げ
継続審査

審　査　結　果 備　　　　　　考
不採択

取り下げ

１２月定例会 23件
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議 員 の 活 動 内 容
平成３０年７月３１日現在 

１．議会活動

（１）地方自治法に規定されている会議

（平成３０年） ※１月～７月

・本会議        １５日

・常任委員会      ５６回

・特別委員会      ２１回

・議会運営委員会    ２２回

（２）その他の会議

・議会広報編集委員会

・各派代表者会議

・常任委員会正副委員長連絡会議

・全員協議会  等

２．正副議長の公務（平成３０年１月～７月）

議 長  １７２日 ４６７件 （内、土日祝祭日 ４６日 ８４件）

副議長  １４４日 ３４６件 （内、土日祝祭日 ３３日 ４１件）

３．議員活動

・会派会議

・会派研修会

・議案や質問に関する調査・研究

・所属委員会や研究部会ごとの研究

・市主催行事への参加

・各種団体会議、行事への参加

・施策研究

・市民相談 等
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人数（人）

44

3

5

2

1

2

1

2

合計 60

＜参考＞市議会議員の年齢構成と期数

1期 2期 3期 4期以上 平均

1人 1人 0人 0人 1.5期

6人 2人 2人 0人 1.6期

2人 11人 1人 3人 2.4期

4人 3人 5人 8人 3.3期

平成30年4月30日現在 0人 1人 0人 10人 5.5期

所得額別の人数

所得額

11,000,000～11,999,999円

12,000,000～12,999,999円

65歳～　　　

13,000,000～13,999,999円

15,000,000～15,999,999円

20,000,000円～              

18,000,000～18,999,999円

17,000,000～17,999,999円

19,000,000～19,999,999円

年代

25歳～34歳

35歳～44歳

45歳～54歳

55歳～64歳

11,000,000～
11,999,999円

73%

12,000,000～
12,999,999円

5% 13,000,000～
13,999,999円

9%

15,000,000
～

15,999,999
円
3%

17,000,000～
17,999,999円

2%

18,000,000～
18,999,999円

3%
19,000,000～
19,999,999円

2%

20,000,000円～
3%

さいたま市議会議員の所得分布
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地域の自主性・自立性を高める

ための改革推進の必要性 

地方議会・地方議員の在り方について 

自己決定権の拡大 

地方議会の担う 

役割と責任が増大 

地方議会の果たすべき 

機能の更なる充実・強化 

【地方議会を取り巻く状況】 【地方議会・地方議員の役割】

・合議体としての多様性の発揮 

・調査研究と住民意思の把握によ

る民意の吸収と集約、反映 

・説明責任の履行

【指定都市議会議員の特性】

・事務事業の広範多様化、高度専門

化に対応した議員の「専業化」 

・議員活動領域の拡大 

・議会の「監視機能」「調査機能」及

び「政策形成機能」を適切に発揮、

自主性・自立性・自律性を確保 

行政の最先端を担う「基礎的な地方公共団

体」の議員として、地域住民との密接なコ

ミュニケーションが求められる 
＋ 

指定都市としての諸機能・行財政能力に基

づき、県の行うべき事務領域を担う 

活動領域の拡大に加え、人口、経済産業集

中による社会資本整備や交通、廃棄物、住

宅問題など、指定都市特有の課題に対し

て、大局的な見地から調査・検討及び判断

が求められる 

基礎自治体の議員として

住民の代表者として自主的・自立的に判断

その責任を住民に対して負う 

自主性・自立性・自律性を備えた地方議会の確立

指定都市の議員として

「広い視野」と「細やかな地域配慮」を

兼ね備えた指定都市議員の責務の遂行
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消費者物価地域差指数 (全国平均＝100)

平成29年（2017）

00000 100.0 100.0 100.0

01100 99.5 100.5 100.5

04100 99.1 99.2 97.4

15100 99.2 99.4 101.0

11100 102.8 101.9 101.5

12100 100.8 100.8 101.8

13100 105.1 102.9 103.2

14130 105.3 103.6 102.7

14100 104.8 103.8 102.7

14150 103.3 102.9 103.3

22100 99.2 99.0 99.2

22130 98.1 98.6 98.7

23100 99.0 99.0 98.8

26100 100.9 101.1 100.6

27100 100.2 99.9 99.4

27140 100.2 100.5 99.8

28100 101.2 100.9 100.5

33100 98.8 99.3 101.2

34100 99.2 99.7 101.3

40100 97.3 97.9 97.5

40130 97.4 98.1 94.9

43100 98.6 99.7 101.5

注　1) 　小売物価統計調査（構造編）「10大費目別消費者物価地域差指数」より作成。

3)  市の区域は，平成26年6月11日現在の区域による。

熊 本 市

大 阪 市

神 戸 市

静 岡 市

浜 松 市

名 古 屋 市

堺 市

北 九 州 市

さ い た ま 市

千 葉 市

地 域

2)

川 崎 市

福 岡 市

岡 山 市

広 島 市

京 都 市

横 浜 市

相 模 原 市

　消費者物価指数とは、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価
の変動を時系列的に測定したものである。

食料
持家の帰属家賃

を除く総合
家賃を除く総合

全 国

東 京 都 区 部

札 幌 市

仙 台 市

新 潟 市
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川崎

市

東京

都区

部

横浜

市

相模

原市

さい

たま

市

神戸

市

京都

市

千葉

市

大阪

市
堺市

札幌

市

新潟

市

静岡

市

広島

市

仙台

市

名古

屋市

岡山

市

熊本

市

浜松

市

福岡

市

北九

州市

平成２９年平均消費者

物価地域差指数
105.3 105.1 104.8 103.3 102.8 101.2 100.9 100.8 100.2 100.2 99.5 99.2 99.2 99.2 99.1 99.0 98.8 98.6 98.1 97.4 97.3

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

106.0
消費者物価地域差指数（全国平均＝１００）
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平成27年＝100

95.5 
95.8 

96.4 

99.1 

100.0 
99.7 

100.0 

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

さいたま市の消費者物価指数（年平均）の推移
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さいたま市の財政状況

年　　　度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
政令指定都市
平均（単純）
　（H２８）

２０政令指定
都市中の順位
　（H２８）

　財政力指数　　　 　　 1.015 0.995 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.87 3位

　経常収支比率 （％） 90.2 92.3 92.8 94.5 96.7 95.6 95.7 96.9 8位

　実質公債費比率 （％） 6.1 5.4 5.4 5.5 5.2 5.0 5.0 9.8 3位

　将来負担比率 （％） 47.7 43.1 34.1 25.7 26.9 9.7 5.4 106.0 2位

　地方債残高 （百万円） 399,886 411,035 418,671 424,585 434,978 435,171 432,798 902,292 7位

　市民一人当たりの地方債
  残高（千円／人） 329 336 336 339 344 343 338 637 2位

（注１） 数値は、地方財政状況調査 （総務省） による。
（注２） 「政令指定都市平均（単純）」は、本市を除いた19市の平均数値である。

　※　財政力指数とは　・・・・・

　※　経常収支比率とは　・・・・

　※　実質公債費比率とは・・・・

　※　将来負担比率とは　・・・・・

　人件費等の義務的性格の経常経費に、地方税、地方交付税等の経常一般財源収入が、どの程度充当されてい
るかにより、財政構造の弾力性を判断する。数値が低いほど、新たな行政需要に弾力的に対応できる。

　財政規模に対する１年間で支払った借入金返済額等の割合。数値が低いほど健全であり、財政健全化基準であ
る、２５％を超えると国への報告が必要となる。

　財政規模に対する将来市が支払う借入金返済額等の割合。数値が低いほど健全であり、財政健全化基準であ
る、４００％を超えると国への報告が必要となる。

　基準財政収入額が基準財政需要額より大きい場合、その超えた分だけ標準的な水準を超えた行政を行うことが
可能となり、「１｣に近いか、超えるほど財政力があるとみられる。
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退職手当の支給割合について

１．一般職の退職手当の引下げ 

 国家公務員の退職手当支給水準は、概ね５年毎に官民の退職給付を比較して官民均

衡を図っており、直近では平成３０年１月に、退職手当の引下げが行われました。 

なお、引下げは一般職だけでなく、総理大臣や事務次官等、特別職や指定職におい

ても実施されています。 

 一方、地方公務員の退職手当については、国からの技術的助言を踏まえ、各地方公

共団体において、国に準じた必要な措置が講じられてきたところです。 

本市の一般職は、国に準じて、平成３０年度から引下げを行いました。 

２．他の政令市の動向 

 任期・職責が同等である他の政令市の特別職の状況については、現在、２０政令市

中８市が一般職に準じた引下げを行っています。 

● 特別職の退職手当の算出方法 

退職手当 ＝ 給料月額 × 支給割合 × 勤続月数 

● 一般職の退職手当の引下げの状況 

期間 調整率 

平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 87/100 

平成３０年４月１日以降 83.7/100 

● 政令市特別職の支給割合の状況 

平成３０年９月 
市長 副市長 

引下げ前 引下げ後 差 引下げ前 引下げ後 差 

引下げ済平均（８市） 52.3/100 49.9/100 ▲2.4/100 36.6/100 35.1/100 ▲1.5/100 

政令市平均（１７市） 52/100  37/100  

さいたま市 50/100  33/100  

※ ８市：札幌市、仙台市、新潟市、川崎市、横浜市、京都市、福岡市、熊本市 
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